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２０１８０４２７製局第３号

平 成

　

３

　

０

　

年

　

５

　

月

　

７

　

日

一般社団法人日本ジュエリー協会

　

会長

　

殿

　　　

．

経済産業省製造産業局長，

タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出等について

　

上記の件について、 警察庁刑事局組織犯罪対策部長から平成３０年４月 ２７

日付け警察庁丙組組企発第１００号、 警察庁警備局長から平成３０年４月２ ７

日付け警察庁丙備企発第１２５号をもって別添のとおり要請がありましたので

お知らせします。

　

警察庁によると、当該要請の趣旨は、 外務大臣が平成３０年４月 ２７日付け
外務省告示第１６９号により、 国家公安委員会委員長が平成３０年４月２ ７日

付け国家公安委員会告示第１８号によりタリバ←ン関係者等のリストの改正
鋸ー」表） を行ったところ、 犯罪による収益の移転防止に関する法律 （平成１９

年法律第２２号。 以下、 犯罪収益移転防止法） 第８条に基づく疑わしい取引の
届出義務を徹底されたいというものです。

　

Ｉ ＳＩＬ及びその関係者が本件タリバーン関係者等に含まれていることにも
留意し、 引き続きタリバーン関係者等と関連すると疑われる取引について、 犯

罪収益移転防止法に基づく各種義務の履行の徹底を求めるものです。
なお、 最近の厳しい国際テロ情勢に鑑み、 タリバーン関係者等との一定の取

引について、 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国
が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法 （平成２６年法
律第１２４号） 等の規定が遵守されるよう、 貴会会員に対し一層の周知徹底を
お願いいたします。
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（別表）

１， ～３． 〔略］

４． モハンメド・オマル・グラム・ナピ

　　　

ＭＯＨ^”ＭＥＤ

　

ＱＭＡＲＧＨＵＬＡＭＮ^Ｂ工

　

（ｏｒｉｇｉｎ８１ｓｃｒｉｐｔ： ←※ ノリ 山一）

　

称号：Ｍｕｌｌａｈ（ムラー）

　

役職：ＬｅａｄｅｒｏｆｔｈｅＦａｉｔｈｆｕｌ

　

｛‘^ｍｉｒｕｌ‐Ｍｕｍｉｎｅｅｎ’），

　

Ａｆｇｈａｎｉｓｔａｎ （信仰指導者 （アミール・ウル・モミニーン））

　

生年月日：（ａ）１９６６年頃 （ｂ）１９６０年 （ｃ）１９５３年

　

出生地：（ａ）ＮａｗＤｃｈｖｉｌｌａｇｅ，ＤｃｈＲａｗｕｄＤｉｓｔｒｉｃｔ，Ｕｒｕｚｇａｎ

　

ｐｒ。ｖｉｎｃｃ， ｆ^ｇｈａｎｉｓｔａｎ

　

｛ｂ）ＭａｉｗａｎｄＤｉｓｔｒｉｃｔ，Ｋａｎｄａｈａｒ

　　

Ｐｒｅｖｉｎｃｅ，Ａｆｇｈａｎｉｓｔａ１１

　

国籍：アフガニスタン

　

旅券番号：不明

　　

ＩＤ番号：不明

　

住所：不明

　

国連制裁委員会による指定日：２０００年４月１２日（２００３

　

年９月３日、 ２００７年９月２１日、 ２０１１年１１月２９日、

　

２０１３年１２月３１日及び２０１６年９月７日に改訂）

　

その他の情報：父親の名前はＧｈｕｌａｍＮａｂｉ（グラム・ナビ）（ｈｆｕｌｌａｈ

　

Ｍｕｓａｆｉｒ（ムラー・ムサフィル） としても知られている）。 眼

　

球欠損 （左側）。ＡｈｍａｄＪａｎＡｋｈｕｎｄｚａｄａＳｈｕｋｏｏｒＡｋｈｕｎｄｚａｄａ

（別表）

１． ～３． ［同左］

４， モハンメド・オマル・グラム・ナビ

　　　

ＭＯＨＡｈｆＭ巳ＤＯＭＡＲＧＨＵＬＡＭＮＡＢ１

　

称号：Ｍｕｌｌｅｈ（ムラー）

　

役職：ＬｅａｄｅｒｏｆｔｈｅＦａｉｔｈｆｕｌ（‘Ａｍｉｒｕｌ－Ｍｕｍｉｎｅｃｎ１），

　

Ａｆｇｈａｎｉｓｔａｎ （信仰指導者 （アミール・ウル・モミニーン））

　

生年月日：（ａ）１９６６年頃（ｂ）１９６０年 （ｃ）１９５３年

　　

出生地：（ａ）Ｎａｗｐｃｈｖｉｌｌａｇｃ，ＤｅｈＲａｗｕｄＤｉｓｔｒｉｃｔ，Ｌｒｕｚｇａｎ

　

Ｐｒｃｖｉｎｃｅ，Ａｆｇｈａｎｉｓｔａｎ（ｂ）Ｎｏｅｒｉｖｉｌｌａｇｃ，Ｍａｉｗａｎｄ

　　　

Ｄｉｓｔｒｉｃｔ，ＫａｎｄａｈａｒＰｒｏｖｉｎｃｃ，Ａｆｇｈａｎｉｓｔａ１１

　

国籍：アフガニスタン

　

旅券番号：不明

　　

ＩＤ番号：不明

　

住所：不明

　

国連制裁委員会による指定日：２００１年１月３１日（２００３

　

年９月３日、 ２００７年９月２１日、 ２０１１年１１月２９日、

　　

２０１３年１２月３１日及び２０１６年９月７日に改訂）

　

その他の情報：父親の名前はＧｈｕｌａｍＮａｂｉ（グラム・ナビ）（１ｌｕｌｌａｈ

　

ｈｆｕｓａｆｉｒ（ムラー・ムサフイル） としても知られている）。 左目

　

を失明‘ＡｈｍａｄＪａｎＡｋｈｕｎｄｚａｄａＳｈｕｋｏｏｒＡｋｈｕｎｄｚａｄａ（アフマド

　　

・ジャン・アーフンドザーダ・シュクール・アーフンドザ」ダ）



（アフマド・ジャン・アーフンドザーダ・シュクール・アーフ

ンドザーダ） （１１２， に指定した個人） の義理の兄弟。 アフ

ガニスタンとパキスタンの国境地帯にいると思われている。
Ｈｏｔａｋ部族に属する。安全保障理事会決議第１８２２号 （２０

０８年） に基づく見直しは２０１０年７月２７日に終了した。
２０１３年４月時点で死亡したと報告されている。 同人に対す

るインターポール｛国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会
特
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ｈｔｔｐｓ：／／ｗｖｖｗ、ｉｎｔｅｒｐｏｌ．ｉｎｔ／ｅｎ／ｎｏｔｉｃｅ／ｓｅａｒｃｈ／ｕｎ八４２７３９４

～７６３．

　

【略］

（１１２． に指定した個人） の義理の兄弟。 アフガニスタンとパ

キスタンの国境地帯にいると思われている。｝ｌｏｔａｋ部族に属する

。安全保障理事会決議第１８２２号（２００８年） に基づく見直

しは２０１０年７月２７日に終了した。２０１３年４月時点で死

亡したと報告されている。

～７６３， ［同左］



○ 国 家 公 安 委 員 会 告 示 第 十 八 号

　

次 の 公 告 国 際 テ ロ リ ス ト に つ い て 、 公 告 さ れ た 事 項 に 変 更 が あ っ た の で 、 国 際 連 合 安 全 保 障 理 事 会

決 議 第 千 二 百 六 十 七 号 等 を 踏 ま え 我 が 国 が 実 施 す る 国 際 テ ロ リ ス ト の 財 産 の 凍 結 等 に 関 す る 特 別 措 置

法 （ 平 成 二 十 六 年 法 律 第 百 二 十 四 号 ） 第 三 条 第 二 項 の 規 定 に 基 づ き 、 次 の と お り 告 示 す る 。

　

平 成 三 十 年 四 月 二 十 七 日

　　　　　　　　　　　　　　　

国 家 公 安 委 員 会 委 員 長

　

小 此 木

　

八 郎

　

糸 轍 靴 建 端 沙 端 疎 叩 ロ ー Ｗ （ 市 ・ ノ 又 万 ・ 斗 ４ ・ ミ ＞ ・ 罵 （ 壱 ェ 皇 語 Ｏ Ｏ ｇ 〉 力 の き に ｇ ２ 憲 ー ） ）

　

　

　 　 　

　　

洋 品

　

＊ ） て 】 電 ・ 斗 ４ さ ・ ｑ ＞ ・ 一 ぼ （ ≦ 壷 ｇ ｇ ８ 蔓 高 空 ｄ ｇ ｇ ２ 藁 日 ）

　　

庄 措 き

　

（ 卿 ） 茅 モ ｏ 響 く ロ ー Ｎ 篭 ー

　

ｂ 喜 寿 モ 巨 富 の け Ｈ ー ｏ ｒ

　

ｑ 岳 極 コ ℃ さ く － コ ８ ー

　

〉 『 誓 鴎 己 誓 囚 コ

　

（ ｇ ｇ ｏ ベ

　　

ー

　

く － － Ｈ 鈎 四 の 一

　

文 Ｎ Ｈ 宅 凹 ロ Ｑ

　

ロ ー 防 げ 『 ー ０ 什 Ｖ

　

内 閲 ゴ ム 勉 ゴ 凹

　

℃ ０ く ー コ ０ ０ 一

　

＞ 栴 鱒 ゴ が ゴ ー の け 匝 コ

　

糸 難 行 紐 蜂 欲 さ 沖 冊 加 ｍ

　

Ｎ ｏ ｏ － 冊 ー 迦 の － ｍ （ Ｓ ｏ ｗ 留 め 加 ” Ｆ Ｎ ｏ ｏ － 侍 り 加 Ｎ － 皿 ′ Ｎ ｏ ー ー 黛 ー ー 加 Ｎ ｏ ｍ ノ

　

Ｎ ｏ － ① 留 ー Ｎ 加 ｗ － ｍ 浮 袋 Ｎ ｏ － の 留 め 扇 一 ｍ 丙 罫 叫 ）

　　

Ｓ き 沸 恭 ～ ＃ が 九 僻 蝿 滋

　

特 選 Ｓ 糸 獣 鉢 Ｏ さ 封 ョ ２ 卿 豆 （ 、 ｂ ・ 一 国 ） （ 書 □ 響 き 鷺 『 ； （ ｂ …

　

Ｔ ・ ＞ キ ｕ へ 、 ） 伴 「 べ が 笹 が き バ ラ が ） ｏ

　

針 皿 帝 浴 滋 ０

　

〉 雪 三 富 コ 穿 き 。 音 程 鯵 の き ヌ ｏ ｏ Ｈ 愛 さ コ 昔 ｍ

　

ｏ 悶 （ ｕ ｑ 電 ・ 々 ・ ↑ ｕ 刀 キ ー 電 ・ （ ｕ Ｔ ・ ｉ 電 卓 ↑ 竃 ） （ ロ ー 仰 帥 ） Ｓ 鮎 滋 Ｓ

　

部 器 ｏ

　

ｕ 社 ” × ★ 代 、 ん 暑 Ｘ ☆ Ｓ 園 灘 蓑 叢 穴 ぐ ノ が ～ 醜 廿 き バ ラ が ０

　

工 宣 誓 撲 繁 穴 痴 斗 ぴ ｏ

　

賭 粉

素 顧 瞳 砦 妙 滞 眺 滋 － 鞄 Ｎ 叩 （ Ｎ ｏ ｏ ｍ 希 ） 六 縦 ↓ 八 郷 威 詳 Ｎ ｏ － ｏ 嶺 ー 超 Ｎ ー ｍ 者 泰 一 討 ｏ Ｎ ｏ 臼 常 △ 油 幕 索

引 類 ｎ 「 浄 化 繋 軒 僻 さ べ ～ が ｏ

　 　 　 　

　

淳 余

　

市 ＼ ノ 一

　

霧 ・ 導 ｑ ・ ｑ ＞ ・ 一 篤 （ き エ 雲 Ｅ ８ ｏ 蚕 力 塞 ご ｒ 墓 室 田

　

（ Ｏ ー 豊 富 －

　

の 烏 壱 ［ ” 型 ～ 濠 下 方 ぁ ） ）

　

圧 階 碁

　

（ 餌 ） ２ 望 Ｏ 身 三 口 語 Ｗ

　

ｏ ｏ げ 寿 モ 三 日 の ＃ － ｏ ｒ

　

ｃ さ Ｎ 得 ロ ℃ き く － コ Ｏ Ｐ

　

〉 緒 言 ロ ー 誓 書 （ ｇ 寿 ぎ

　

釦 コ Ｑ

　

Ｏ Ｈ の 什 ー ０ “ ▼

　

〆 ｍ コ 黛 鴎 ゴ 位

　

℃ ０ 〈 一 コ ０ の 、 ＩＰ 『 ぬ け 匝 ゴ ー 防 げ 鮎 コ

　

糸 幕 丙 欝 蝉 欲 さ 沖 冊 加 ｍ

　

Ｍ ｏ ｏ ｏ 黛 ぬ 加 － Ｎ ｍ （ Ｎ ｏ ｏ い 帝 の 超 切 Ｆ Ｎ ｏ ｏ － 嶺 ① 迦 Ｎ ー 叩 き □ 榊 － － 卸 Ｍ ｏ ｍ ′

Ｎ ｏ － の 留 ー Ｎ 加 熱 ｍ 浮 袋 Ｎ ｏ － の 常 の 超 一 皿 穴 罫 時 ）

　

Ｓ 註 沸 琳 伴 舜 砕 豊 満

　

衿 遼 Ｓ 於 誓 高 Ｏ ゴ に 品 ョ 喜 び － （ ｑ か ・ 一 喝 ） （ き ロ 誓 書 艶 『 肇 （ ＞

ｆ ・ ＞ ヰ ｕ 、 ｒ ） 「 べ が 富 『 き バ ラ が ） ０

　

競 饗 満 （ 針 室 ） ｏ

　

〉 雪 三

　

富 コ 妻 官 員 Ｎ 三 Ｎ

　

の コ こ ぎ ０ 〉 Ｆ ゴ

ロ コ 昔 亘 如 （ ４ 電 ・ 亀 々 ・ ｆ ｕ 万 キ ー 縦 ・ ” ・ ↑ ｕ 万 雫 ↑ 葛 ） （ ロ ー ｍ ｗ ） Ｓ 跳

滋 Ｓ 甑 瀞 ｏ

　

社 ｕ Ｘ 畜 ～ ・ ん 粘 Ｘ 薄 Ｓ 園 灘 碁 轟 穴 亨 が 代 細 廿 き べ ぐ ノ が ０

　

ェ ｏ 葛 Ｆ 著 減 六 測 斗 が ｏ

賭 粉 霜 扇 瞳 蝿 弟 非 鍬 渡 － ｍ Ｎ Ｎ 中 （ Ｎ ｏ ｏ の 常 ） 六 勝 へ 超 耐 「 鉢 Ｎ ｏ － ｏ 脅 一 遍 Ｎ ー ｍ 丙 恭 一 ｒ 討 ｏ

　

Ｎ ｏ 疑 冊 ム 超

尋 羽 ｄ 韻 ｎ ｒ 洋 ～ 難 癖 欲 さ べ が ０

　

副 ＞ 穴 琴 斗 ぴ ☆ ー 完 、 て ‐ （ 園 覇 違 珊 噸 溺 謙 謙 ） ・ 圃 嚇 鰯 持

病 羅 臆 概 珍 碁 Ｍ こ 州 獄 噌 Ｓ Ｏ Ｈ ・ ヒ ・ ” 三 者 の り モ モ モ 」 三 豊 旨 － ． 旨 く ｇ ＼ ８ ご ０ ① ＼ の 鴬 言 ＼ ≦ ＼ ー 発 話
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